
令和７年度〔第３四半期〕随意契約の結果（５００万円以上の工事、物品、委託）
文化スポーツ部

（注）※１、※２の説明

文化芸術振興課 令和７年度第３号滋賀
県立芸術劇場びわ湖
ホール大規模改修工事
監理委託

滋賀県立芸術劇場びわ
湖ホール大規模改修工
事監理業務

令和7年11月14日 ～ 令和9年11月30日 株式会社佐藤総合計画
関西オフィス

117,590,000 びわ湖ホール特有の音響性能を維持することが
不可欠であり、実施設計の設計意図を正確に把
握し、かつ施工段階においては設置した天井が
ホール内の音響に与える影響を正確に判断する
能力が求められることから、本業務を代替するこ
とはできないため。
＊債務負担行為を含む契約

2 3イ

文化財保護課 滋賀県立琵琶湖文化館
壁画「舎利供養」移設業
務委託

滋賀県立琵琶湖文化館
壁画「舎利供養」移設業
務

令和7年12月23日 ～ 令 和 9 年 3 月 31 日 社寺建築・株式会社木
澤工務店滋賀営業所

43,538,000 本業務は、制作後76年が経過し、劣化が進んだ
巨大な漆喰絵画（下地は土壁）の移設であり、業
務実施にあたっては、土壁などの取り扱いに精
通した高い技術力をもつ業者でなければ、作品
を破損する恐れがある。高度な専門性に裏打ち
された安全な移設方法の技術提案が必要となる
ため、プロポーザル方式により契約の相手方を
選定したため。
＊債務負担行為を含む契約

2 4

スポーツ課 滋賀県立体育館跡地活
用に向けたサウンディン
グ型市場調査業務委託

滋賀県立体育館の跡地
活用に向けたサウン
ディング型市場調査業
務

令和7年12月19日 ～ 令 和 8 年 3 月 31 日 株式会社日本経済研究
所

8,382,000 本業務は、滋賀県立体育館の跡地活用につい
て、県が想定する活用の実現可能性と課題を把
握し、方針決定に必要な市場情報を収集するこ
とを目的としており、幅広い民間事業者への独
自のコネクションを活かし、適切な事業者へのア
プローチ能力、並びに跡地活用に資する情報を
ヒアリングし、阻害要因や必要な対応を含め整
理する知見や専門的な知識・経験・ノウハウが
必要であり、競争入札には適しないことから、プ
ロポーザル方式により契約の相手方を選定した
ため。

2 4

美術館 滋賀県立美術館「笹岡
由梨子のパラダイズ・ダ
ンジョン」展覧会関連業
務委託

滋賀県立美術館「笹岡
由梨子のパラダイズ・ダ
ンジョン」展覧会関連業
務

令和7年11月20日 ～ 令 和 8 年 3 月 31 日 笹岡　由梨子 12,001,000 作品の制作は作家本人にしかできず、展覧会の
展示工作物の施工についても作家の意図を反
映させながらおこなっていく必要があり、本業務
を代替することはできないため。

2 3イ

根拠
法令
※１

適用
類型
※２

表頭欄の「根拠法令」（※１）は、随意契約ができる場合について規定している地方自治法施行令第１６７条の２第１項の１号から９号のうち該当する号を記入し、２号の場

契約担当組織
の名称

事業名 契約内容
契約期間（履行期間）

（物品購入契約（単価契約を除く）は契約締
結日）

契約の相手方 契約金額 (円） 随意契約とした具体的理由等


